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本市は、明治 31 年（1898 年）に第 11 師団が設置され、総本⼭善通寺の⾨前町と軍都という異質の要
素が共存するまちとして発展してきました。そのため、旧善通寺偕⾏社やレンガ造などが残る歴史的な市街地を形
成しています。市街地においては、昭和 63 年（1988 年）８⽉に、初めて⽤途地域が指定され、平成８年
（1996 年）５⽉に法改正により⾒直しを⾏ってきました。現在は、主に善通寺駅周辺と⾦蔵寺駅東側に⽤途
地域を設定している状況です。 

こうした中、モータリゼーションの進展や農業従事者の減少等を背景に、⽤途地域外での無秩序な開発が進展
しています。⼀⽅、⽤途地域内においては、建て詰まりや狭隘道路の問題から、⼟地や建物が更新されず、空き
家・空き地がまばらに点在する「都市のスポンジ化」が発⽣しています。 

「都市のスポンジ化」すなわち市街地の空洞化・拡散が進⾏することにより、医療、福祉、商業等の⽣活サービ
ス、公共サービスの提供や維持が困難となることが予想されます。そのため、都市構造のあり⽅を根本的に⾒直し、
公共交通等と連携しながら、コンパクトな都市構造へと転換していくことが今後の⾃治体運営にとって極めて重要
です。 

⽴地適正化計画は、これまでの拡⼤基調のまちづくりから、コンパクトで持続可能なまちづくりへと転換を図り、多
様化する市⺠・社会ニーズに適切に対応するために制度化されました。本市においても、⽴地適正化計画を活⽤
し、医療・福祉施設、教育・⽂化施設、そして商業施設や居住地等をある程度まとまって⽴地させ、⾼齢者を始
めとする全ての住⺠の利便性向上のため、これらの施設等にアクセスしやすい公共交通のあり⽅も含めて、都市全
体の構造を⾒直すこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市のコンパクト化の必要性について １-１ 

◇ 市街地の拡散・都市のスポンジ化 

・⽤途地域外に市街地が無秩序に拡⼤ 
（本来は⽤途地域内に開発を誘導すべき） 
・中⼼部は、接道要件を満たさず、敷地⾯積も狭
⼩な住環境のため、スポンジ化が進展 

（空き地と空き家で『スカスカ』） 
・今後ますます管理       ⼟地・建物が増
え、⼟地利⽤や防犯上の問題が発⽣ 

（所有者不明⼟地、⽕災・地震のリスク増⼤） 

都市のコンパクト化による「賢い」⼟地の使い⽅ 
○ 将来にわたり⼀定エリアで⼈⼝密度を維持することで、商業・医療・公共交通を維持できる 
○ ⾼齢者や⼦どもなどの交通弱者も徒歩または公共交通で⽣活できる 
○ 集中的に社会資本に投資ができ、⾏政コストの削減・節約ができる 

◇ 行政コストの増大・利便性の低下 

・無秩序に拡がる市街地のインフラについての維持
管理が発⽣し、対応ができなくなる 

（道路・下⽔道・都市公園など 管理 困難） 
・中⼼部で都市施設が維持できなくなり、まちなか
の賑わいが低下 

（本市においては商業施設や観光施設等） 
 ⾃動⾞を使えない⾼齢者や⼦どもなど 不便  
（⼈⼝がまばらだと公共交通も維持できない） 
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コンパクトシティをめぐるよくある誤解 

全  ⼈⼝ 集約 
⽤途地域外 住 全  居住者
（住宅） ⼀定    （⽤途地
域内等） 集約         

強制的 集約 
居住者（住宅） 強制的 短期間

 移転            

⼀極集中 
市内  最 主要 拠点 

（善通寺駅周辺）１ 所  全  
集約         

 

都市      化  強制的 市街地 移住             拠点 多極化 公共交通 利便
性 向上   緩   居住 誘導    ⻑ 年⽉    形成          

⽴地適正化計画      ⾔葉      先⾏            （都市      化） 進  
      平成 26 年（2014 年） 施⾏   改正都市再⽣特別措置法（以下 都市再⽣法） 基 
 創設       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

（１）立地適正化計画の考え方 

全  ⼈⼝ 集約 図       
 

郊外 居住者 市街地 強制的 集約  
          

誘導   集約 
 

都市      化  理解 深      
      踏   時間    誘導    

⽴地適正化計画 

○改正都市再⽣特別措置法の施⾏（平成 26 年８⽉１⽇）の概要 
 

・⾔葉      先⾏               具体的 表現   都市計画 ⼀部   制度化 
 ・都市全体をマネジメントして、効率的に都市の経営が⾏えるような⽅法として、居住を積極的に進めるエリア

 福祉 医療 商業等 都市 必要 機能 ⽴地 積極的 進         公共交通 充実等 
関  包括的        （⽴地適正化計画） 作成 国 ⽀援 

多 極 化 
 

全  中⼼ 集約        郊外  
拠点 適切 配置  同時 交通利便性 
⾼       

都市      化  
強制的 ⼈⼝ 都市
施設 集約     
     

都市      化  
⻑ 年⽉    住 
           
 考 ⽅    

立地適正化計画とは １-２ 
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■対象区域 

⽴地適正化計画は、国⼟利⽤計画法 定    ５地域    都市地域（都市計画区域 相当  
地域） 対象       ５地域 各個別法 運⽤      本市 ５地域 ⾹川県⼟地利⽤基本計
画書 指定       本市   ⾃然保全地域 除 ４地域       

特 都市機能誘導区域 居住誘導区域      ⽤途地域内 定     望            
 

地域区分 国土利用計画法上の規定 運用 

都市地域 一体の都市として総合的に開

発し、整備し、及び保全する必

要がある地域 

都市計画法第５条により都市計画区域として指定さ

れている又は指定されることが予定されている地域 

農業地域 農用地として利用すべき土地

があり、総合的に農業の振興を

図る必要がある地域 

農業振興地域の整備に関する法律第６条により農業

振興地域として指定されている又は指定されること

が予定されている地域 

森林地域 森林の土地として利用すべき

土地があり、林業の振興又は森

林の有する諸機能の維持増進

を図る必要がある地域 

森林法第２条第３項に規定する国有林の区域又は同

法第５条第１項の地域森林計画の対象となる民有林

の区域として定められている又は定められることが

予定されている地域 

自然公園地域 優れた自然の風景地で、その保

護及び利用の増進を図る必要

があるもの 

自然公園法第２条第１号の自然公園として指定され

ている又は指定されることが予定されている地域 

自然保全地域 良好な自然環境を形成してい

る地域で、その自然環境の保全

を図る必要があるもの 

自然環境保全法第 14条の原生自然環境保全地域、同

法第 22 条の自然環境保全地域又は同法第 45 条第１

項に基づく都道府県自然環境保全地域として指定さ

れている又は指定されることが予定されている地域 

 

 
  

（２）立地適正化計画の対象区域・定める事項 
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■定める事項 

⽴地適正化計画は、都市計画区域を対象区域として都市の⽅針や将来都市構造を定めるほか、都市機
能を誘導する区域や誘導する施設、居住を誘導する区域、そしてそれらを実⾏するための施策を定めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

項 目 記載事項 定 め る 内 容 

⽴地適正化 
計画区域 

 ⽅針 ・都市の⽅針・将来都市構造 等 

 都市機能誘導 
区域・誘導施設 

 区域 
 施設 
 施策 

・都市機能増進施設の⽴地を誘導すべき区域・施設 
・都市機能増進施設の⽴地を誘導するために市町村が講ずべき施
策に関する事項 等 

  
居住誘導区域  区域 

 施策 

・居住を誘導すべき区域 
・居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に
居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項 等 

  

病院 

駅

商業 

都市計画区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

誘導施設 

資料 国⼟交通省 改正都市再⽣特別措置法等について 
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■本市の対象区域 

本市 全域 都市計画区域   指定    
        市全域 本計画 対象区域   
特 ⽤途地域      都市機能誘導区域 居
住誘導区域 主 検討区域       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■本計画の目標年次 

本計画は将来の姿を展望した⻑期的な時間軸の中で取り組みを進めていく必要があることから、概ね 20 年後
 令和 22 年（2040 年） ⽬標年次      

    ５年毎 計画 進捗状況 管理  総合計画 都市計画       等 上位計画 併   ⾒
直  図     

   本計画  平成 31 年（2019 年）4 ⽉時点     基 作成        

（３）善通寺市における立地適正化計画 

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

用途地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

準住居地域

◇本計画における地図情報のベース図について 

ベース図は、国土交通省 国土数値情報、国土地

理院 基盤地図情報、香川県 都市計画基礎調査を

基に作成しています。 

都市計画区域 

3,993ha 

用途地域 

456.1ha 

※平成 31 年（2019 年）４⽉時点 
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■本計画を取り巻く体系 

本計画は、都市再⽣特別措置法第 82 条 基   都市計画法第 18 条 ２第 1 項 規定   定  
市町村 都市計画 関  基本的 ⽅針 善通寺市都市計画         ⼀部            
   善通寺市都市計画        両輪     将来都市像等 実現 ⽬指     

   ⾹川県 定  広域            中讃広域都市計画区域 整備 開発及 保全 ⽅針  
 整合 図    他 関連計画等  連携    本計画 策定     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）善通寺市立地適正化計画の位置づけ 

上位・関連計画の整理 １-３ 

 第５次善通寺市総合計画 
善通寺市人口ビジョン／善通寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略

中讃広域都市計画区域の 
整備、開発及び保全の方針 

 

善通寺市の関連計画 

◇市街地の計画 
・善通寺市新庁舎建設基本計画 
・善通寺市新図書館整備基本構想・建設基本
計画 

・善通寺市バリアフリー歩行空間ネットワー
ク整備計画 

◇景観の計画 
・善通寺市景観計画 

◇その他の計画（環境・エネルギー） 
・第２次善通寺市環境基本計画 
◇その他の計画（子育て） 
・善通寺市子ども・子育て支援事業計画 
◇その他の計画（福祉） 
・第２次善通寺市地域福祉計画・地域福祉活
動計画 

・第７次高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画 

◇公共施設の計画 
・善通寺市公共施設等総合管理計画 
・善通寺市市営住宅長寿命化計画 

 
善通寺市都市計画マスタープラン  （都市計画法第 18条の２） 

善通寺市立地適正化計画 （都市再生法第 82条）

（都市計画マスタープランの一部とみなされる） 

相互連携 

整合 都市計画に関する事項 

善通寺市の上位計画 香川県の上位計画 
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■本計画の役割 

上位計画のうち、善通寺市総合計画と善通寺市都市計画マスタープランは令和２年（2020 年）度までと
なっており、今後⾒直しが⾏われます。そのため本計画は、今後⾒直される上位計画に先⽴つものとして、本市の
都市のあり⽅を決める極めて重要な計画です。 

 
計画 根拠法・指針等 策定年次 

上
位
計
画 

中讃広域都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針 
都市計画法 平成 24年（2012 年） 

第５次善通寺市総合計画 

 
地方自治法 平成 23年（2011 年） 

善通寺市人口ビジョン／善通寺市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略 

まち・ひと・しごと 

創生法 
平成 27年（2015 年） 

善通寺市都市計画マスタープラン 

 
都市計画法 平成 26年（2014 年） 

市
の
関
連
計
画 

善通寺市新庁舎建設基本計画 

 
－ 平成 28年（2016 年） 

善通寺市新図書館整備基本構想・建

設基本計画 
－ 平成 30年（2018 年） 

善通寺市バリアフリー歩行空間ネッ

トワーク整備計画 
－ 

（旧バリアフリー法） 
平成 15年（2003 年） 

善通寺市公共施設等総合管理計画 

 

公共施設等総合管理計画の

策定要請 
平成 29年（2017 年） 

善通寺市市営住宅長寿命化計画 

 

公営住宅等長寿命化計画 

策定指針 
平成 25年（2013 年） 

善通寺市景観計画 

 
景観法 平成 24年（2012 年） 

第２次善通寺市環境基本計画 

 
環境基本法 平成 23年（2011 年） 

善通寺市子ども・子育て支援事業計

画 
子ども・子育て支援法 平成 27年（2015 年） 

第２次善通寺市地域福祉計画・地域

福祉活動計画 
社会福祉法 平成 27年（2015 年） 

第７次高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画 

老人福祉法 

介護保険法 
平成 30年（2018 年） 
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■将来像・市街地像に関する計画 

本市   住        着⽬  多  ⼈  住      住        思    ⽬指       
 本市 市街地像  多  公共機関 集         重要 要素        本計画   快適 住
       ⽬指  都市機能 居住 誘導 努  必要       

 

本市の最上位の計画である第５次善通寺市総合計画においては、「住んでみたい・住みつづけたい まち 
善通寺」が将来像として掲げられています。 

⾹川県の中讃広域都市計画区域マスタープランにおいては、本市の中⼼市街地は地域拠点として設定さ
れています。また、⼤学・⾼校・病院などの公共機関を有する「ゆとりある市街地を形成する中⼼市街地」が市
街地像として掲げられています。 

 

 

 

 

 
 

 

  

（２）上位・関連計画の反映・検討すべき事項 

資料 ⾹川県 中讃広域都市計画区域       
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■人口目標に関する計画 

善通寺市⼈⼝ビジョンの⼈⼝⽬標は 令和 22 年（2040 年）時点  国⽴社会保障 ⼈⼝問題研究所
（社⼈研） 発表   3,000 ⼈  ⼈⼝減少 改善           本計画       ⼈⼝減少 
改善   区域 実現   検討     必要    

 

社⼈研の平成 25 年推計（平成 22 年国勢調査   ）       推移   令和 22 年（2040
年）に 24,681 ⼈と 25,000 ⼈を下回ると予測されています。それに対して、善通寺市⼈⼝ビジョンでは、令
和 22 年（2040）年 27,790 ⼈の⼈⼝を確保し、社⼈研の発表より 3,000 ⼈程度 改善 図   と
されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 善通寺市 ⼈⼝    

2040 年に約 3,000 人改善 

◇国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の発表について 

・社人研は、国勢調査をベースにして、将来の予測される人口を市町村別に推計しています。 

・善通寺市人口ビジョンは平成 27年（2015 年）に策定されており、当時の社人研の推計（平成 25 年

推計）は平成 22年国勢調査をベースにしたものです。現在は、平成 27 年国勢調査をベースにした

推計（平成 30年推計）も発表されていることから、本計画においては、平成 27 年国勢調査ベース

の推計（平成 30年推計）を使用することとします。 

・また立地適正化計画の目標人口は、国の方針によって、人口ビジョンの目標ではなく、社人研の推

計に基づくこととされています。 
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■地域区分・拠点及びネットワーク軸に関する計画 

本市  ８  地域区分 基本             拠点同⼠ 公共交通等            ⽬
指      本計画  地域   連携 図     新  都市構造 検討       必要    

 

都市計画マスタープランにおいて、本市は８つの地
域に区分されています。８つの地域区分は、⾃治会
単位を基調としています。 

また８つの地域区分には、１つの中枢拠点と８つ
のコミュニティ拠点が位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画マスタープランにおいて、広域連携軸を強
化  広域交通      軸 形成  市⺠⽣活 
都市活動を⽀える交通ネットワーク軸の形成が⽬標と
されています。 

その上で、持続可能な公共交通ネットワーク、⾃転
⾞ 含  交通体系 ⽬指       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○８つの地域区分 

・中心地区   ・東部郊外地区 

・西部地区   ・南部地区 

・竜川地区   ・与北地区 

・筆岡地区   ・吉原地区 

資料 善通寺市 都市計画       

交通ネットワーク軸 

○広域交通ネットワーク軸 

・四国横断自動車道 

・国道 11 号 

・国道 319 号 

・善通寺詫間線 

・善通寺多渡津線 

・善通寺綾歌線 

・多渡津善通寺線 

・ＪＲ土讃線 

地域区分 拠点 
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■市街地に関する計画 

本市   市庁舎 建替  予定       本計画   市庁舎 建替  併  都市機能 集約 
検討  必要       

本市        法 基  移動円滑化 基本構想 策定        旧交通      法 基  
計画 定        今後       法（新法） 基   必要 応  基本構想 策定  上  本
計画 誘導区域 連携 図    必要       

 

新庁舎建設基本計画においては、市庁舎が JR 善通寺駅より 200m の市中⼼部で建替えられる予定とさ
れています 敷地内   善通寺市美術館 旧善通寺偕⾏社 ⽴地       

善通寺市      歩⾏空間      整備計画      市街地中央部 中⼼    ⾼齢者 障
  者 多 居住  地域 ⽇常⽣活 社会⽣活    市⺠   利⽤ 多 公共的 施設 集中   
 地域 重点整備地区   設定       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料 善通寺市 新庁舎建設基本計画

○重点整備地区・重点整備路線の要件 

・高齢者や障がい者が日常生活又は社会生活にお

いて利用すると認められる官公庁施設、福祉施設そ

の他の所在地を含む地区 

・特定旅客施設（駅、バス停等）、特定旅客施設と主

要施設間の経路等、移動円滑化のための事業が実

施されることが特に必要であると認められる地区 

・総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切

であると認められる地区 

・総本山善通寺周辺の新四国のみち 

資料 善通寺市      歩⾏空間      整備計画
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■公共施設に関する計画 

本市   建築系 公共施設 30 年間 35%以上縮減             市営住宅  ⽴地  
           連携   集約化 図          本計画   都市機能 居住 誘導 併   
公共施設 集約化 検討  必要        

 

公共施設等総合管理計画      安全性 確保 将来 ⾒据  価値 創出 維持管理   
 不⾜ 背景  ⾒直  視点 定          中 建築系施設      令和 27 年
（2045 年）   今後 30 年間  総延床⾯積 35％以上 縮減 ⽬標        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市営住宅⻑寿命化計画    
  現在 723 ⼾  260 ⼾ ⽤
途廃⽌   予定         
 今後 団地 再編     効率
的 住宅供給 図        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○公共施設の見直しの視点（建築系施設） 

(１)量の見直し   

 施設総量の適正化 

 機能の複合化等による効率的な施設配置 

(２)質の見直し 

 予防保全の推進 

 長寿命化等の推進 

(３)コストの見直し 

 ライフサイクルコスト(LCC)の縮減 

 維持管理費用の適正化 

 民間活力の導入 

○公共施設の見直しの視点（インフラ施設） 

(１)量の見直し   

 中長期的視点からの適正供給 

(２)質の見直し 

 予防保全の推進 

 長寿命化等の推進 

(３)コストの見直し 

 ライフサイクルコスト(LCC)の縮減 

 維持管理費用の適正化 

 民間活力の導入 

 

資料 善通寺市 公共施設等総合管理計画

○総合的なストック活用の基本方針（市営住宅） 

(１)入居者の安全性、居住水準の確保 

 建替、用途廃止、改善・修復等の手法を適切に選択する 

 家賃負担等に配慮しつつ、過大とならない適切な規模の住宅の確保に留意する 

(２)団地の再編による効率的な住宅団地の整備及び管理 

 立地バランスやまちづくりなどの施策との連携等に配慮し、団地の再編を進める 

(３)計画的な修繕・改善等による長期活用 

 適切な手法を選択し、計画的な修繕・改善を適切に図る 

 市営住宅の家賃収入を修繕・改善等への適切な充当を維持する 

(４)適切な入居者管理の実施 

 収入超過者等に対し、転居先住宅の斡旋支援などを行いつつ、明け渡し等の適切な対応を

図る 

 世帯規模と住戸規模のミスマッチの解消を図るため、市営住宅内での適切な住み替えやソ

ーシャルミックスを推進する 

資料 善通寺市 市営住宅⻑寿命化計画
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■地域資源に関する計画 

本市   総本⼭善通寺 ⾨前町    歴史  旧陸軍   軍都    歴史        地域資源
 市内 多 残      本計画       地域資源 市⺠ 観光客 賑   交流 創出 活⽤    
必要       

 

景観計画においては、歴史⽂化拠点    総本⼭善通寺 中⼼   寺院   旧陸軍 施設等 多 
指定されています。特に総本⼭善通寺の五重塔の眺望について、市内各所から望むことができるようにすること
とされています  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 善通寺市 景観計画

○歴史文化の景観拠点の方針 

方針① 歴史・文化系景観資源としての建造物や史跡等の保全 

 歴史・文化系景観資源としての価値の高い建造物などについて、景観資源として位置づけ、

その保全に努める 

 現在、文化財等の位置づけがないものの、地域において歴史・文化的価値の高いもの等、

身近な歴史・文化系景観資源について把握し、活用を検討する 

方針② 眺望景観の保全・活用 

 総本山善通寺の五重塔は、市のシンボル的な景観要素であることから、市内各所から市街

地を望む景色の中に必ず捉えることのできる眺望として景観形成・誘導により景観の保全

を図る 

 市内各所の眺望点からの眺望景観においても、五重塔を望むことのできる景観として保全

と情報発信を図り、市民や観光客への意識啓発を図る 

 その他、市内随所にある歴史的建造物等を望むことのできる歴史的な眺望景観において

は、その周辺の景観に配慮し、眺望景観の保全・活用を図る 
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